自動車税のグリーン化税制について

　環境負荷の小さい自動車に対しては自動車税の軽減を行い、環境負荷の大きい自動車に対しては重課を行う制度です。
●　環境負荷の小さい自動車
　初めて新規登録（以下、「新車新規登録」といいます。）された自動車について、新車新規登録をした翌年度の税率が軽減され、軽減された年度の翌年度以降は通常の税率で課税されます。（軽減されるのは１年度分のみです。）

	区分
	令和７年度に新車新規登録した場合
（令和８年度の税率が軽減されます。）

	電気自動車、一定の排出ガス基準を満たす天然ガス自動車、
プラグインハイブリッド自動車　（自家用・営業用を問わない）
	税率を概ね75％軽減

	ガソリン自動車、ＬＰＧ自動車、クリーンディーゼル車
（営業用乗用車に限る）
	令和12年度燃費基準90％達成
かつ令和２年度燃費基準達成

	
	税率を概ね75％軽減


※「ガソリン自動車、ＬＰＧ自動車」は平成30年排出ガス基準50％以上低減達成車又は平成17年排出ガス基準75％以上低減達成車に限ります。
※「クリーンディーゼル車」は平成30年排出ガス基準適合車又は平成21年排出ガス基準適合車に限ります。

●　環境負荷の大きい自動車
　新車新規登録から11年を超えるディーゼル自動車及び13年を超えるガソリン自動車（LPG自動車を含む）の税率は概ね15％（一般乗合用以外のバス及びトラックは概ね10％）高くなります。
　なお、電気自動車、天然ガス自動車（ガソリン又は軽油との併用車は除く）、メタノール自動車、ハイブリッド自動車（ガソリン）、一般乗合用バス、被けん引自動車は除きます。令和８年度の重課対象となる自動車は下表のとおりです。
	対象自動車
	初度登録年月

	ディーゼル自動車
	平成２７年３月３１日以前

	ガソリン・ＬＰＧ自動車
	平成２５年３月３１日以前






（例）平成２４年4月1日に新車新規登録した総排気量1,990㏄の自家用ガソリン乗用車の場合
　　　令和７年度までの税率：39,500円（標準税率）
　　　令和８年度の税率　　：45,400円（15％重課）

自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割の廃止
及び自動車税種別割の名称変更について






令和８年度税制改正において、自動車又は軽自動車を取得した方に課税される「自動車税環境性能割」及び「軽自動車税環境性能割」が令和８年３月31日をもって廃止されました。また、自動車を所有している方に課税される「自動車税種別割」が「自動車税」に名称変更されました。
　　令和8年3月31日までに取得した自動車又は軽自動車に係る環境性能割の期限後申告や修正申告等については、大阪自動車税事務所の担当課へ申告してください。

●　環境性能割の申告先（大阪自動車税事務所）
	対象
	担当課
	電話･ファックス
	郵便番号
	所在地
	担当地域（※）

	登録自動車
	寝屋川分室
	[image: https://www.ntt-west.co.jp/share/img/icon_tel_01.gif]　　072（823）1801
FAX 072（820）1143
	572-0846
	寝屋川市高宮栄町13番2号
	大阪ナンバー該当区域

	
	和泉分室
	　　[image: https://www.ntt-west.co.jp/share/img/icon_tel_01.gif]0725（41）1327
FAX 0725（43）4541
	594-0011
	和泉市上代町
	和泉・堺ナンバー該当区域

	
	なにわ分室
	　　[image: https://www.ntt-west.co.jp/share/img/icon_tel_01.gif]06（6612）7251
FAX 06（6613）6077
	559-0031
	大阪市住之江区南港東
3丁目1番14号
	なにわナンバー該当区域

	軽自動車
	本　所
	[image: https://www.ntt-west.co.jp/share/img/icon_tel_01.gif]　　06（6775）1361
FAX 06（6775）1365
	543-　8511
	大阪市天王寺区伶人町2番7号
（大阪府夕陽丘庁舎内）
	大阪府内全域


	大阪府　減免のしおり
	
	検索


　※登録自動車の各ナンバーの該当区域は、減免のしおりの裏表紙をご覧ください。
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